
令
和
九
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
園
芸
博
覧
会
の
準
備
及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
案

要
綱

第
一

国
有
財
産
の
無
償
使
用

一

国
が
令
和
九
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
園
芸
博
覧
会
の
準
備
及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
無
償
で
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
国
有
財
産
は
、
同
条
に
規
定
す
る

国
有
財
産
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
施
設
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

博
覧
会
の
会
場

２

自
動
車
の
停
留
又
は
駐
車
の
た
め
の
施
設

３

１
及
び
２
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
博
覧
会
の
円
滑
な
準
備
又
は
運
営
の
た
め
に
必
要
な
施
設
と
し
て
財
務
大
臣
が

定
め
る
も
の

（
第
一
条
第
一
項
関
係
）

二

国
が
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
国
有
財
産
を
無
償
で
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
期
限
は
、
令
和
十
一
年
三
月
三
十

一
日
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
第
二
項
関
係
）

第
二

派
遣
職
員
に
関
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
特
例
に
係
る
負
担
金
の
金
額



派
遣
職
員
（
法
第
十
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
を
い
う
。
第
二
か
ら
第
四
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て

法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
博
覧

会
協
会
及
び
国
が
そ
れ
ぞ
れ
負
担
す
べ
き
金
額
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

第
三

派
遣
職
員
に
関
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
保
険
料
の
額

法
第
十
八
条
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
派
遣
職
員
で
あ
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第

二
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
つ
い
て
同
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
博
覧
会
協
会
及
び
国
が
そ
れ
ぞ
れ
負
担
す
べ

き
保
険
料
の
額
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

第
四

派
遣
職
員
に
関
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
特
例

派
遣
職
員
に
関
し
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

第
五

派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
に
関
す
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
特
例

一

派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
（
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
博
覧
会
協
会
に
派
遣
さ
れ
た
警
察
庁
の
所
属
職
員
及

び
警
察
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
警
務
官
で
あ
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
し
、
地
方
公
務
員
等

共
済
組
合
法
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
関
係
）



二

派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
に
つ
い
て
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第

百
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
百
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
博
覧
会
協
会
及
び
国
が

そ
れ
ぞ
れ
負
担
す
べ
き
金
額
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
第
五
項
関
係
）

三

第
五
条
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
で
あ
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
条
の
五
第
一
項
第
三
号
に

規
定
す
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
つ
い
て
同
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
博
覧
会
協
会
及
び
国
が
そ
れ

ぞ
れ
負
担
す
べ
き
保
険
料
の
額
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
第
六
項
関
係
）

四

派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
に
関
し
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
第
七
項
関
係
）

第
六

派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
に
関
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
特
例

派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
に
関
し
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
関
係
）

第
七

法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
職
員

法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
こ
と
。

一

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
て
い
る
職
員



二

防
衛
大
学
校
若
し
く
は
防
衛
医
科
大
学
校
の
学
生
（
防
衛
省
設
置
法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項
（
第
三

号
を
除
く
。
）
の
教
育
訓
練
を
受
け
て
い
る
者
を
い
う
。
）
又
は
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
の
生
徒
（
自
衛
隊
法
第
二

十
五
条
第
五
項
の
教
育
訓
練
を
受
け
て
い
る
者
を
い
う
。
）

三

自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
四
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
い
て
勤
務
す

る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員

四

休
職
者

五

停
職
者

六

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
る
自

衛
官

七

国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い

る
職
員

八

国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
第
二
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
交
流
派
遣
さ
れ
て
い
る
職
員



九

令
和
三
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
る
職
員

十

令
和
七
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会
の
準
備
及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
三
十
五
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
る
職
員

（
第
七
条
関
係
）

第
八

防
衛
省
の
職
員
へ
の
準
用
等

一

第
二
か
ら
第
四
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
派
遣

職
員
（
第
九
に
お
い
て
「
派
遣
防
衛
省
職
員
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
第
一
項
関
係
）

二

法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
五
条
第
三
項
、
第
十
六
条
第
二

項
、
第
十
七
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
第

十
四
条
第
二
項
、
第
十
五
条
第
三
項
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
十
七
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
十
四
条

の
規
定
に
基
づ
き
一
般
職
に
属
す
る
国
家
公
務
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
事
項
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
第
二
項
関
係
）



第
九

派
遣
防
衛
省
職
員
に
関
す
る
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
特
例

派
遣
防
衛
省
職
員
に
関
し
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

第
十

附
則

一

こ
の
政
令
は
、
法
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
項
関
係
）

二

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
し
、
派
遣
職
員
及
び
派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
の
保
険
料
に
係
る
事
業
主
負

担
分
に
つ
い
て
、
博
覧
会
協
会
及
び
国
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
項
関
係
）


